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(57)【要約】
　【解決手段】　電子装置は、通信部品と、位置判定部
品と、ディスプレイと、コンピュータデバイスとを含み
、これらは全てポータブルなハンドヘルド型ハウジング
、またはその他の筐体内に収納されている。通信部品は
、ワイヤレス通信ネットワークまたはパス上で移動通信
を送受信し、識別情報をコンピュータデバイスに供給す
る。位置判定部品は、電子装置の位置を、これが場所か
ら場所へと運ばれ、または車で運ばれるにつれて判定し
、対応する位置データをコンピュータデバイスに供給す
る。コンピュータデバイスは、通信が行われるか受信さ
れた時点の装置の位置を表示するために、識別情報を位
置データにリンクさせる。識別情報および位置データは
、識別情報にジオコードまたはジオタグを追加すること
により、またはデータベース内で情報およびデータをク
ロスリファレンスさせることにより、リンクすることが
できる。コンピュータデバイスはまた、位置データの表
示物を通信の表示物と共に地図マップ上に表示してから
、ユーザがスクロールするなどして表示物のいずれかを
選択した時に、通信の識別情報の一部を表示することも
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子装置であって、
　通信を送受信する通信部品と、
　前記通信部品の位置を判定する位置判定部品と、
　前記通信部品および前記位置判定部品と一体化されたコンピュータデバイスであって、
着信に関連する識別情報を、前記着信が前記通信部品で受信されたおおよその時点での前
記装置のおおよその位置に対応する位置データにリンクさせるものである、前記コンピュ
ータデバイスと
　を有する電子装置。
【請求項２】
　請求項１記載の電子装置において、前記コンピュータデバイスは、前記識別情報にジオ
タグを追加することにより、前記識別情報を前記位置データにリンクするものである。
【請求項３】
　請求項１記載の電子装置において、前記通信部品は、携帯電話呼を携帯電話ネットワー
ク上で送受信するセルラートランシーバであり、前記位置判定部品は、ＧＰＳ信号を複数
のＧＰＳ衛星から受信し、前記通信部品の前記位置を前記受信した信号の関数として判定
するＧＰＳレシーバである。
【請求項４】
　請求項１記載の電子装置において、前記着信は、着信電話呼、不在着信電話呼、ボイス
メールメッセージ、着信テキストメッセージ、または着信インスタントメッセージである
。
【請求項５】
　請求項１記載の電子装置において、前記位置データは、前記着信が受信されたおおよそ
の時点での前記電子装置の緯度・経度座標である。
【請求項６】
　請求項５記載の電子装置において、前記コンピュータデバイスは、さらに、前記緯度・
経度座標をマップデータと比較し、前記着信が受信されたおおよその時点での前記電子装
置のマップベースの位置を判定するように動作可能である。
【請求項７】
　請求項１記載の電子装置において、前記識別情報は、前記着信に関連する電話番号、電
子メールアドレス、または発信者ＩＤである。
【請求項８】
　請求項１記載の電子装置において、この電子装置は、さらに、前記着信の表示物を前記
位置データの表示物と共に表示する、前記コンピュータデバイスと一体化されたディスプ
レイを含むものである。
【請求項９】
　請求項８記載の電子装置において、前記着信の前記表示物および前記位置の前記表示物
は、マップ上に表示されるものである。
【請求項１０】
　請求項８記載の電子装置において、前記コンピュータデバイスは、さらに、ユーザが前
記ディスプレイ上の前記着信の前記表示物を選択した時に、前記識別情報の少なくとも幾
つかを表示するように動作可能なものである。
【請求項１１】
　請求項１記載の電子装置において、前記コンピュータデバイスは、さらに、前記着信が
まず受信された時点の前記電子装置の開始位置に対応する位置データ、前記通信が終了し
た時点の前記電子装置の終了位置に対応する位置データ、および前記開始位置と前記終了
位置との間の前記電子装置の中間位置を記憶するように動作可能なものである。
【請求項１２】
　請求項１１記載の電子装置において、前記コンピュータデバイスは、さらに、前記開始
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位置、前記中間位置、および前記終了位置の表示物を示すトラックログを表示するように
動作可能なものである。
【請求項１３】
　請求項１記載の電子装置において、この電子装置は、さらに、前記通信部品、前記位置
判定部品、前記コンピュータデバイス、および前記ディスプレイを収納するハンドヘルド
型ハウジングを含むものである。
【請求項１４】
　電子装置で受信する通信の追跡方法であって、
　着信を前記電子装置で受信する工程と、
　前記着信が受信されたおおよその時点での前記装置の位置を判定する工程と、
　前記着信に関連する識別情報を、前記着信が受信されたおおよその時点での前記電子装
置のおおよその位置に対応する位置データにリンクさせる工程と
　を有する方法。
【請求項１５】
　請求項１４記載の方法において、この方法は、さらに、前記着信の表示物を前記位置デ
ータの表示物と共にマップ上に表示するものである。
【請求項１６】
　請求項１５記載の方法において、前記着信の前記表示物は、前記識別情報にリンクされ
ているものである。
【請求項１７】
　請求項１５記載の方法において、この方法は、さらに、ユーザが前記ディスプレイ上の
前記着信の前記表示物を選択した時に、前記識別情報の少なくとも幾つかを表示する工程
を含むものである。
【請求項１８】
　請求項１４記載の方法において、前記識別情報は、前記着信に関連する電話番号、電子
メールアドレス、または発信者ＩＤである。
【請求項１９】
　電子装置であって、
　携帯電話呼を携帯電話ネットワーク上で送受信するセルラートランシーバと、
　複数のＧＰＳ衛星からＧＰＳ信号を受信し、前記通信部品の位置を前記受信した信号の
関数として判定するＧＰＳレシーバと、
　ディスプレイと、
　前記セルラートランシーバ、前記ＧＰＳレシーバ、および前記ディスプレイと一体化さ
れたコンピュータデバイスであって、着信電話呼に関連する識別情報を、前記着信電話呼
が受信されたおおよその時点での前記電子装置のおおよその位置に対応する位置データに
リンクさせ、また、前記着信電話呼の表示物を前記位置データの表示物と共に前記ディス
プレイ上に表示するものである、前記コンピュータデバイスと、
　前記通信部品、前記位置判定部品、前記コンピュータデバイス、および前記ディスプレ
イを収納するハウジングと
　を有する電子装置。
【請求項２０】
　請求項１９記載の電子装置において、前記位置データは、前記着信電話呼が受信された
おおよその時点での前記電子装置の緯度・経度座標である。
【請求項２１】
　請求項１９記載の電子装置において、前記コンピュータデバイスは、さらに、前記緯度
・経度座標をマップデータと比較し、前記着信電話呼が受信されたおおよその時点での前
記電子装置のマップベースの位置を判定するように動作可能である。
【請求項２２】
　請求項１９記載の電子装置において、前記着信電話呼の前記表示物および前記位置の前
記表示物は、マップ上に表示されるものである。
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【請求項２３】
　請求項１９記載の方法において、前記着信電話呼の前記表示物は、前記識別情報にリン
クされているものである。
【請求項２４】
　請求項１９記載の電子装置において、前記コンピュータデバイスは、さらに、
　前記着信が受信された時点の前記電子装置の開始位置に対応する位置データを記憶し、
　前記通信が終了した時点の前記電子装置の終了位置に対応する位置データを記憶し、
　前記開始位置と前記終了位置との間の前記電子装置の中間位置を記憶し、
　前記開始位置、前記中間位置、および前記終了位置の表示物を示すトラックログを表示
する
ように動作するものである。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本発明は、ナビゲーション装置、携帯電話などの電子装置に関する。本発明は特に、電
子装置で受信した通信を位置データにリンクさせる装置および方法に関する。
【０００２】
　ＧＰＳレシーバまたはその他の位置判定部品を備え付けた、またはこれに取付けられた
携帯電話は、２つではなく１つの電子装置でユーザが電話呼を発着信し、かつ、好ましい
位置へナビケートすることができるので、ますます普及してきている。しかし、現在まで
、これらの組合せの装置は、各部品が基本的に、独立型装置として動作する場合と同じよ
うに動作しており、シナジー効果がほとんどなかった
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明は、ＧＰＳ対応携帯電話および類似装置の技術において、独立型の携帯電話また
はナビゲーション装置のいずれにも見られない動作機能を有する装置を提供することによ
り、明らかな改良を提供する。本発明の実施形態は、電子装置であって、通信部品と、位
置判定部品と、ディスプレイと、コンピュータデバイスとを含み、これらは全てポータブ
ルなハンドヘルド型筐体内に収納されているものである前記電子装置で実施することがで
きる。
【０００４】
　通信部品は、ワイヤレス通信ネットワークまたはパス上で移動通信を送受信する。一実
施形態において、通信部品は、携帯電話呼、テキストメッセージ、インスタントメッセー
ジ、ボイスメールメッセージ、およびその他の通信を携帯電話ネットワーク上で送受信す
るセルラートランシーバである。
【０００５】
　位置判定部品は、電子装置の位置を、これが場所から場所へと運ばれ、または車で運ば
れるにつれて判定し、対応する位置データをコンピュータデバイスに供給する。一実施形
態において、位置判定部品は、衛星信号を複数のＧＰＳ衛星から受信し、位置情報を衛星
信号の関数として判定するＧＰＳレシーバである。
【０００６】
　コンピュータデバイスは、装置で受信したか装置から送信された通信に関連する識別情
報を受信する通信部品と一体化される。識別情報は、例えば、発信者の電話番号、電話通
信の日時、および電話通信の継続時間を含むことができる。
【０００７】
　コンピュータデバイスはまた、そこから位置データを受信する位置判定部品とも一体化
される。位置データは、例えば、着信が通信部品で受信された時点またはおおよその時点
での装置の位置またはおおよその位置を識別するデータを含むことができる。位置データ
はまた、着信が終了した時点の電子装置の位置および中間位置を識別することもできる。
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【０００８】
　本発明の一態様によると、コンピュータデバイスは、着信が受信された時点の装置の位
置を表示するために、着信の識別情報を位置データにリンクさせる。識別情報および位置
データは、識別情報にジオコードまたはジオタグを追加することにより、またはデータベ
ース内で情報およびデータをクロスリファレンスさせることにより、リンクすることがで
きる。
【０００９】
　コンピュータデバイスはまた、位置データの表示物を通信の表示物と共に表示すること
もできる。例えば、コンピュータデバイスは、着信呼の受信時の装置の位置を示す地図マ
ップ、およびマップ上の位置記号またはその他のマーカーを表示することができる。次い
で、ユーザは、スクロールするなどしてマーカーを選択し、発信者の電話番号など、通信
の識別情報の一部を取出し、表示することができる。
【００１０】
　コンピュータデバイスはまた、ユーザの現在位置と、通信が送信または受信された時点
のユーザの位置との距離によってソートした通信のリストを表示することもできる。同様
に、ショッピングモールなど、何らかのユーザ指定位置からの距離に基づいて、通信のリ
ストをソートすることができる。
【００１１】
　装置は、時系列による通信ログを表示することもできる。すると、ユーザは、リストか
ら通信を選択し、通信が送信または受信された時点の装置の位置を見ることができる。位
置はテキストによる記述であっても、マップ上に示すものであっても良い。
【００１２】
　本発明の実施形態は、例えば、ある場所で、またはある活動をしている時に（例えば、
ショッピングモールでショッピング中に）ユーザが電話呼を着信するか電話呼が不在着信
となった場合に用いることができる。ユーザは、後で電話をかけ直したいと思うが、発信
者の電話番号、またはその呼の着信日時を覚えていないかもしれない。しかし、ユーザは
、その呼を着信したかその呼が不在着信となった時点の自分の所在位置を覚えているかも
しれない。その場合、ユーザは、着信呼の受信時の装置の位置を示すマーカーを有するマ
ップを見ることができる。ユーザは、スクロールするなどして任意のマーカー（モールに
位置するマーカーなど）を選択し、装置がその位置にあった時に着信した呼の識別情報を
得ることができる。コンピュータデバイスはまた、ユーザが選択するなどの形でマーカー
とインタラクションした時に発信者の電話番号を自動的にダイヤルしたり、その他の何ら
かの機能を実行することもできる。
【００１３】
　本発明のこのような、およびその他の態様を詳細な説明でより詳しく後述する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　本発明の実施形態を、添付図面を参照しながら詳しく後述する。
【図１】図１は、本発明の実施例の実施に用いることができる電子装置の等角図である。
【図２】図２は、図１の装置の特定の部品を示すブロック図である。
【図３】図３は、グローバルポジショニングシステム（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ
ｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＧＰＳ）の概略図であり、これを用いてＧＰＳ信号を電子装置に
送信することができる。
【図４】図４は、電子装置の画面ディスプレイの例である。
【図５】図５は、電子装置の別の画面ディスプレイの例である。
【図６】図６は、電子装置の別の画面ディスプレイの例である。
【図７】図７は、電子装置に記憶するかこれでアクセスすることができる、データベース
または情報の表の例である。
【図８】図８は、電子装置に記憶するかこれでアクセスすることができる、データベース
または情報の表の別の例である。
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【図９】図９は、本発明の一実施例の方法において選択された手順を示す流れ図である。
【図１０】図１０は、本発明の別の実施例の方法において選択された手順を示す流れ図で
ある。
【図１１】図１１は、本発明の別の実施例の方法において選択された手順を示す流れ図で
ある。
【００１５】
　図面は、本発明の実施形態を、本明細書で開示・説明した具体的な実施形態に限定する
ものではない。図面は必ずしもスケール表示されておらず、むしろ、本発明の原理を明確
に示すことに重点を置く。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下の本発明の詳細な説明を、本発明を実施することができる具体的な実施形態を示す
添付図面を参照しながら行う。実施形態は、当業者が本発明を実施できるよう、本発明の
態様を十分詳しく説明することを意図している。別の実施形態を用いることもでき、本発
明の範囲を逸脱しない限り、改変を行うことができる。従って、以下の詳細な説明は、限
定するものとして理解してはならない。
【００１７】
　本発明の実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはその組合
せにおいて実施することができる。一実施形態において、本発明は電子装置１０で実施さ
れるが、その一実施例を図１に示す。電子装置１０は通信を送受信し、また、装置の現在
位置などの地理情報を受信、使用するなどして判定するように動作可能な任意の装置とす
ることができる。
【００１８】
　一実施例において、電子装置１０は、ＧＰＳ対応携帯電話などの位置対応通信装置であ
る。本明細書で図示し、説明した電子装置１０およびその部品は、本発明の実施に用いる
ことができる装置および部品の例に過ぎず、本発明の範囲を逸脱しない限り、別の装置お
よび部品で置換えることができる。
【００１９】
　図２で最も良く示されているように、一実施例による電子装置１０は、通信部品１２と
、位置判定部品１４と、ディスプレイ１６と、コンピュータデバイス１８とを含むことが
できる。電子装置１０はまた、メモリ２０と、ユーザインターフェース２２と、電源２４
と、トランスミッタ２６と、レシーバ２８と、１若しくはそれ以上のＩ／Ｏポート３０と
、装置１０の様々な部品を収納するハウジング３２とを含むことができる。
【００２０】
　通信部品１２は、装置１０がインターネット、ローカルエリアネットワーク、広域ネッ
トワーク、またはアドホック・ピアツーピアネットワークなど通信ネットワーク経由で、
またはＵＳＢ、Ｆｉｒｅｗｉｒｅ（登録商標）、またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）によ
る接続などの直接接続により、他の電子装置と通信できるようにする。通信部品１２は、
ＷｉＦｉ（８０２．１１）、Ｗｉ－Ｍａｘ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）、超ブロードバ
ンド、赤外線、携帯電話、無線周波数などのワイヤレスデータ伝送方法を用いて通信する
ことができる。
【００２１】
　通信部品１２は、着信および発信電話呼、テキストメッセージ、インスタントメッセー
ジ、ボイスメールメッセージ、電子メールメッセージ、不在着信呼、およびその他の全て
の公知の通信を行い、また、受信することができる。
【００２２】
　通信部品１２はまた、通信に関連する識別情報を受信または発生する。例えば、着信電
話呼の識別情報は、発信者の電話番号、発信者の氏名またはその他の識別（ＩＤ）、呼の
着信日時、呼の継続時間、および呼の終了時刻を含むことができる。同様に、発信呼につ
いては、識別情報は、着信者の電話番号および氏名、呼の発信日時、および呼の終了日時
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を含むことができる識別情報は、帯域内または帯域外周波数信号方式の通信に埋込むこと
ができる。例えば、呼の継続時間など、識別情報の一部は、電子装置１０のコンピュータ
デバイス１８またはその他の部品で生成することができる。
【００２３】
　識別情報は、コンピュータデバイス１８で生成されるか、これに送信され、または、メ
モリ２０など、コンピュータデバイスと一体化されているかこれでアクセスすることがで
きるメモリに記憶される。さらに詳しく後述するように、コンピュータデバイスは次いで
、この識別情報を、位置判定部品１４で生成された位置データとリンクするか、その他の
方法で関連づける。
【００２４】
　一実施形態において、通信部品１２は、例えばＳｐｒｉｎｔ（登録商標）、ＡＴ&Ｔ（
登録商標）、Ｖｅｒｉｚｏｎ（登録商標）、およびその他の会社が運営するもののような
携帯電話ネットワーク上で通信を送受信するセルラートランシーバである。携帯電話ネッ
トワークは、移動体通信用グローバルシステム（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　
Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ：ＧＳＭ）、符号分割多重アクセス（Ｃｏ
ｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：ＣＤＭＡ）、またはその他
の任意の公知の規格で運営することができる。
【００２５】
　通信部品１２はまた、種々のネットワーク上での通信を可能にすることができる。例え
ば、装置１０は、セルラーネットワーク、短距離ＦＭラジオネットワーク、およびＷｉＦ
ｉネットワーク上で通信を送受信するように動作可能とすることができる。
【００２６】
　位置判定部品１４は、電子装置１０の位置を、これが場所から場所へと運ばれるなどし
て移動するにつれて判定し、対応する位置データを発生してコンピュータデバイス１８に
送信することにより、より詳しく後述するように、これを通信の識別情報とリンクするか
、その他の方法で関連づける。位置データは、通信が通信部品１２で受信されたかこれか
ら送信された時点（またはおおよその時点）での電子装置１０の位置を識別するデータを
含むことができる。一実施形態において、位置決定部品は、ＧＡＲＭＩＮ　ＩＮＴＥＲＮ
ＡＴＩＯＮＡＬ，ＩＮＣ．による製品において提供されているものによく似たグローバル
ポジショニング（ＧＰＳ）レシーバとすることができる。
【００２７】
　図３は、全般的に参照符号３４で示したＧＰＳの代表的な図である。複数の衛星３６が
、地球３８の周りを回る軌道にある。各衛星の軌道は必ずしも他の衛星の軌道と同期して
おらず、実際、非同期である可能性が高い。電子装置１０のようなＧＰＳレシーバ装置が
様々な衛星３６からのスペクトル拡散ＧＰＳ衛星信号を受信している様子を示してある。
【００２８】
　各衛星３６から連続的に送信されるスペクトル拡散信号は、非常に正確な原子時計で実
現される非常に正確な周波数の基準を用いる。各衛星３６は、そのデータ信号送信の一環
として、その特定の衛星を示すデータストリームを送信する。ＧＰＳレシーバ装置が三角
測量によりその２次元位置を計算するためには、装置１０は、少なくとも３つの衛星から
スペクトル拡散ＧＰＳ衛星信号を得なければならない。追加の信号を得ることにより、合
計４つの衛星から信号を受信すると、装置１０はその３次元位置を計算できるようになる
。
【００２９】
　位置判定部品１４およびコンピュータデバイス１８は、ＧＰＳ衛星３６からナビゲーシ
ョン信号を受信し、装置１０の位置を信号の関数として計算するように動作可能である。
位置判定部品１４およびコンピュータデバイス１８はまた、装置１０のユーザが移動した
道沿いのポイントに対応する、トラックログやその他の任意の一連の地理座標を判定する
ことができる。位置判定部品１４および／またはコンピュータデバイス１８はまた、希望
する位置へのルートを計算し、この希望する位置へナビゲートする指示を出し、マップお
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よびその他の情報をディスプレイ画面１６に表示し、また、本明細書に記載したその他の
機能を実行するように動作可能である。
【００３０】
　位置判定部品１４は、衛星信号の受信を補助するアンテナを含むことができる。アンテ
ナは、ナビゲーション装置と併用できるものであれば、パッチアンテナ、リニアアンテナ
、またはその他のどのような種類のアンテナでも良い。アンテナは、ハウジング３２上に
直接、またはこれの中に取付けても良いし、ハウジングに外付けしても良い。
【００３１】
　電子装置１０の一実施形態はＧＰＳレシーバを含むが、その他の位置判定技術を用いる
ことができることも認められよう。例えば、他のグローバルナビゲーション衛星システム
（ｇｌｏｂａｌ　ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　ｓｙｓｔｅｍｓ：ＧＮＳ
Ｓ）と併用するのに適したレシーバをＧＰＳレシーバの代わりに、またはこれに加えて用
いることができる。あるいは、通信部品１２は、少なくとも３つの送信位置からデータを
受信してから基本的な三角測量計算を行って、送信位置に関する装置１０の相対的位置を
判定することにより、装置１０の位置を判定するために、用いることができる。例えば、
衛星の代わりに、セルラータワー、または任意のカスタマイズされた送信用無線周波数タ
ワーを用いることができる。このような構成では、任意の標準的構造の三角測量アルゴリ
ズムを用いて電子装置１０の位置を判定することができる。
【００３２】
　別の実施形態においては、位置判定部品１４は、装置１０の地理的な現在位置を直接判
定する必要がない。例えば、位置判定部品１４は、位置データを直接ユーザから、通信ネ
ットワーク経由で、または別の通信装置から受信することにより、地理的な現在位置を判
定することができる。
【００３３】
　位置判定部品１４は、コンピュータデバイス１８がなくても位置およびその他の地理情
報を計算できるよう、１若しくはそれ以上のプロセッサ、コントローラ、またはその他の
コンピュータデバイスおよびメモリを含むことができるが、コンピュータデバイス１８の
部品を用いても良い。さらに、位置判定部品１４は、位置判定部品１４が本明細書に記載
した様々な機能を特に実行するように動作できるよう、コンピュータデバイス１８と一体
化することができる。従って、コンピュータデバイス１８および位置判定部品１４は、組
合わせることができるし、別々の、またはその他の形で分離した要素とすることもできる
。
【００３４】
　ディスプレイ１６は、コンピュータデバイス１６と一体化されており、後述のようにマ
ップ、位置、道順など、装置１０に対応する様々な情報を表示するように動作可能である
。ディスプレイ１６は、液晶ディスプレイ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌ
ａｙ：ＬＣＤ）、薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：ＴＦ
Ｉ）ＬＣＤ、ポリマー発光ダイオード（Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ
　Ｄｉｏｄｅ：ＰＬＥＤ）、有機発光ダイオード（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉ
ｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：ＯＬＥＤ）、および／またはプラズマディスプレイ装置を含む
（これに限定されるものではないが）、従来の白黒、モノクロ、またはカラーのディスプ
レイ要素を有することできる。好ましくは、ディスプレイ１６は、車の運転中にユーザが
容易に見ることができるような、十分なサイズとする。
【００３５】
　ディスプレイ１６は、ユーザインターフェース２２と一体化することができ、例えば、
ある実施形態において、ディスプレイ１６は、ディスプレイ領域に触れるか、これをポイ
ンタで指して情報を装置１０に供給することにより、ユーザがインタラクションできるよ
うにする、タッチスクリーンディスプレイである。
【００３６】
　コンピュータデバイス１８は、任意の数のプロセッサ、コントローラ、集積回路、プロ
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グラマブルロジックデバイス、またはその他のコンピュータデバイス、および装置１０で
アクセスおよび／または生成したデータおよびその他の情報を記憶する常駐または外部メ
モリを含むことができる。コンピュータデバイス１８は、好ましくは、通信部品１２、位
置判定部品１４、ディスプレイ１６、メモリ２０、ユーザインターフェース２２、および
その他の部品と、例えばデータバス４０などの配線接続またはワイヤレス接続により一体
化して、様々な部品間で情報をやりとりできるようにする。
【００３７】
　コンピュータデバイス１８は、本明細書に記載した機能を実行するコンピュータプログ
ラムおよび／またはコードセグメントを実行することができる。コンピュータプログラム
は、コンピュータデバイスの論理関数を実行する実行可能命令のリストを有することがで
きる。コンピュータプログラムは、命令実行システム、装置、またはデバイスにより、ま
たはこれに関連して用いる任意のコンピュータ読取り可能媒体内で実施し、命令を実行す
ることができる。本出願の文脈において、「コンピュータ読取り可能媒体」は、命令実行
システム、装置、またはデバイスにより、またはこれに関連して用いるプログラムを格納
、記憶、通信、伝達、または移動することができる任意の手段とすることができる。コン
ピュータ読取り可能媒体は、例えば（これに限定されるものではないが）、電子的、磁気
的、光学的、電磁気的、赤外線、または半導体のシステム、装置、デバイス、または伝達
媒体とすることができる。より具体的には（これが全てではないが）、コンピュータ読取
り可能媒体の例としては、次のものを含むことになる。すなわち、１本若しくはそれ以上
の配線を有する電気配線、ランダムアクセスメモリ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅ
ｍｏｒｙ：ＲＡＭ）、読出し専用メモリ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ：ＲＯＭ）
、消去およびプログラム可能読出し専用メモリ（ｅｒａｓａｂｌｅ，ｐｒｏｇｒａｍｍａ
ｂｌｅ，ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ：ＥＰＲＯＭまたはフラッシュメモリ）、持
ち運び可能なコンピュータディスケット、および持ち運び可能なコンパクトディスク読出
し専用メモリ（ｃｏｍｐａｃｔ　ｄｉｓｋ　ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ：ＣＤＲ
ＯＭ）を含む。
【００３８】
　メモリ２０は、位置判定部品１４と一体化するか、コンピュータデバイス１８と一体化
するか、独立型メモリとするか、これらの組合せとすることができる。メモリは、例えば
、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュ、磁気的、光学的、ＵＳＢメモリデバイス、および／また
はその他の従来のメモリ要素など、取外し可能および取外し不能メモリ要素を含むことが
できる。
【００３９】
　メモリ２０は、上述したコンピュータプログラムやコードセグメントのような、装置１
０の動作に関連する様々なデータ、または、本明細書に記載した手順を実行するためにコ
ンピュータデバイス１８およびその他の装置の要素に命令するためのその他のデータを記
憶することができる。さらに、メモリ２０は、装置１０で提供する様々なナビゲーション
機能を容易化するために、マップデータ、および例えば公道、地形、要注意（アラート）
場所、関心地点（ｐｏｉｎｔｓ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｅｓｔ）、地理エンティティ、無線局
、およびその他のナビゲーションデータなどのマップ要素を含む、地理的位置に対応する
様々な地図データを記憶することができる。また、メモリ２０は、後にコンピュータデバ
イス１８で取出すために、行き先アドレス、および既に計算するなどして得た様々な行き
先アドレスへのルートを記憶することができる。
【００４０】
　メモリ２０、またはコンピュータデバイス１８でアクセスできるその他の何らかのメモ
リは、既知の道路、道路網、道路セグメント、交差点、ハイキング道、小道、または地理
座標がわかっているその他の全ての既知の道を含む地図情報を記憶する。本明細書で用い
たように、「道路」は、ハイウェー、ストリート、ブールバール、アベニュー、パークウ
ェー、田舎道、テラス、また、私道、車寄せ、および駐車場さえも含む（これに限定され
るものではないが）、車で運転可能な全ての路面を含むことを意図する。地図情報は、メ
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モリ２０またはその他のメモリに予めロードしても良いし、通信部品２２、レシーバ２８
、またはＩ／Ｏポート３０経由で装置にダウンロードしても良い。例えば、異なる地図情
報を、位置判定部品１４またはコンピュータデバイス１８で判定した装置の現在位置に基
づいて、装置にダウンロードすることができる。メモリ２０内に記憶された様々なデータ
は、情報の取出しを容易にするために、１若しくはそれ以上のデータベース内で関連づけ
ることができる。例えば、データベースは、より詳しく後述するように、コンピュータデ
バイス１８が装置１０の地理的な現在位置に基づいて自動的に地図情報にアクセスできる
ように構成することができる。
【００４１】
　好ましくはコンピュータデバイス１８で実行するソフトウェア、ファームウェアなどを
有する、マップマッチング検索エンジンは、一連の地理座標と一致する既知の道路または
その他の既知の道を見つけるために、地図情報のデータベースを検索する。ユーザが検索
を開始しても良いし、検索エンジンで、例えば装置１０の現在位置など、装置１０の状態
に基づいて自動的にデータベースを検索しても良い。検索エンジン、あるいは別個の計算
エンジン（これも、好ましくはコンピュータデバイス１８で実行するソフトウェア、ファ
ームウェアなどを有する）で、地図情報に関連する計算を行うこともできる。マップマッ
チング検索エンジンはまた、１若しくはそれ以上の地理座標と関連する街路番地や交差点
などのマップ上の位置を識別することもできる。
【００４２】
　ユーザインターフェース２２は、ユーザが装置１０を操作できるようにし、ユーザ、第
三者、または別の装置が装置１０と情報を共有できるようにする。ユーザインターフェー
ス２２は、一般的に、例えば配線などによる物理的接続により、または、従来のワイヤレ
スプロトコルを用いてワイヤレスで、ハウジング３２と関連づけられている。ユーザイン
ターフェース２２は、物理的にハウジング３２と一体化する必要はない。
【００４３】
　ユーザインターフェース２２は、ボタン、スイッチ、スクロールホイール、ディスプレ
イと関連づけられたタッチスクリーン、マイクロホンなどの音声認識要素、マウスなどの
ポインティングデバイス、タッチパッド、トラックボール、スタイラス、デジタルまたは
フィルムのスチールまたはビデオカメラなどのカメラ、その組合せなど、１若しくはそれ
以上の機能可能な入力部を有することができる。さらに、ユーザインターフェース２２は
、ユーザおよび別の装置や当事者が遠隔操作で装置１０と連絡できるようにするために、
メモリ２０、データトランシーバなどを含む取外し可能メモリなど、配線された、または
ワイヤレスのデータ伝送要素を有することができる。装置１０はまた、可聴命令およびフ
ィードバックを提供するスピーカを含むことができる。
【００４４】
　ユーザインターフェース２２は、ディスプレイ１６、または、スピーカなどその他の視
覚的または聴覚的要素を用いて様々な情報をユーザに提供するように動作可能とすること
ができる。このように、ユーザインターフェース２２は、ユーザおよび装置１０が、地理
エンティティ、コンフィギュレーション情報、セキュリティ情報、環境設定、ルート情報
、関心地点、アラートおよびアラート通知、ナビゲーション情報、中間地点、行き先アド
レスなどを含む、装置１０に関連する情報をやりとりできるようにする。
【００４５】
　電源２４は、装置１０の様々な要素に電力を供給するよう、ハウジング３２と関連づけ
られている。例えば、電源２４は、通信部品１２、位置判定部品１４、ディスプレイ１６
、コンピュータデバイス１８、メモリ２０、およびユーザインターフェース２２と直接ま
たは間接的に一体化することができる。電源２４は、電池、バッテリパックなど、従来の
電源要素を有することができる。電源２４はまた、電池、バッテリコネクタ、または電源
ケーブルを受けるように動作可能な電源コンジット、コネクタ、およびレセプタクルを有
することもできる。例えば、電源２４は、ポータブルな動作を可能にする電池と、自動車
など外部電源から電力を受ける電源入力部との両方を含むことができる。
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【００４６】
　電池の寿命を守るために、ＧＰＳレシーバやその他の位置判定部品１４は、周期的にス
イッチをオフにすることができる。例えば、ＧＰＳレシーバは、３０秒間オンになり、２
分間オフになってから、また２分間オフに戻るというように交互に切替えることができる
。位置判定部品１４が、電子装置１０が速く移動している（例えば、車や電車内の場合）
ことを判定した場合、より高い頻度でオンにすることができる。
【００４７】
　情報のワイヤレス送信を可能にするために、トランスミッタ２６およびレシーバ２８を
設けることができる。これらの装置は、別々の部品であっても良いし、単一のトランシー
バ・アセンブリ内で組合わせても良い。例えば、実施例において、装置１０は、音楽、ラ
ジオデータシステム（Ｒａｄｉｏ　Ｄａｔａ　ｓｙｓｔｅｍ：ＲＤＳ）情報、ＦＭ交通メ
ッセージチャンネル（Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＴＭＣ）情報
、ＭＳＮ　Ｄｉｒｅｃｔ（商標）データなどのダイレクトバンド情報などを受信する周波
数変調（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｍｏｄｕｌａｔｅｄ：ＦＭ）レシーバを含む。代替として
、または追加として、トランスミッタ２６&レシーバ２８のアセンブリは、短距離トラン
スミッタ、およびＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）レシーバ／トランスミッタ・アセンブリの
ようなトランスミッタを有することができる。上述のトランスミッタ２６およびレシーバ
２８の機能は、通信部品１２で実行することもでき、その場合、トランスミッタ２６およ
びレシーバ２８は不要となる。
【００４８】
　Ｉ／Ｏポート３０は、データおよびその他の情報がコンピュータデバイス１８および位
置判定部品１４へ、また、これらから伝送できるようにする。Ｉ／Ｏポート３０は、取外
し可能ＳＤカード、ミニＳＤカード、マイクロＳＤカードなどを受けるセキュアディスク
（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｓｋ：ＳＤ）カードスロット、ミニＳＤカードスロット、マイクロ
ＳＤカードスロットなどと、例えばパーソナルコンピュータなど、別のコンピュータデバ
イスに接続したＵＳＢケーブルと一体化するＵＳＢポートとを含むことができる。ナビゲ
ーションソフトウェア、地図マップ、およびその他のデータおよび情報を、Ｉ／Ｏポート
、レシーバ２８、または通信部品１２を介して装置にロードすることができる。
【００４９】
　コンピュータデバイス１８はまた、位置判定部品１４が衛星などの信号を受信できない
時に装置の位置を判定できるようにする歩数計、加速計、コンパス、またはその他の推測
航法（ｄｅａｄ－ｒｅｃｋｏｎｉｎｇ）部品と一体化することもできる。こうすることに
より、電子装置を屋内（例えば、大型ショッピングモールや空港内）で用いる時にも、着
信の識別情報を装置が位置データにリンクできるようになる。
【００５０】
　ハウジング３２は、装置１０を容易に運べるように、ハンドヘルドまたはその他の形で
携帯型とすることができる。幾つかの実施形態において、ハウジング３２は、自動車また
はその他の車両内、またはその上に、基本的に従来的な方法で取付ける構成とすることが
できる。ハウジング３２は、例えばプラスチック、ナイロン、アルミニウム、またはその
組合せのような軽量で耐衝撃性の好適な材料で構成することができる。ハウジング３２は
、実質的に防水性または耐水性となるようにするために、１若しくはそれ以上の適切なガ
スケットまたはシールを含むことができる。ハウジング３２は、サイズに合った任意の形
状をとることができ、ハウジングの特定のサイズ、重量、および構成は、本発明の範囲を
逸脱しない限り、改変することができる。
【００５１】
　図２に示し、本明細書で説明する部品は、互いに物理的に接続する必要はない。示した
様々な部品間でのワイヤレス通信が許容されており、本発明の範囲内にある、と意図され
るからである。
【００５２】
　動作時に、コンピュータデバイス１８は通信部品１２から、および／またはメモリ２０
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から識別情報を受信し、位置判定部品１４から位置データを受信してから、識別情報を位
置データとリンクさせる。識別情報および位置データは、識別情報にジオコードまたはジ
オタグを追加することにより、リンクすることができる。「ジオコード」および「ジオタ
グ」は、本明細書では同義で用いており、地球にある、または地球の表面上の地点または
領域を識別するように動作可能な地理的コードを意味する。ジオタグまたはジオコードは
、特定の形式に限定されない。幾つかの実施形態においては、生成されたジオコードは、
地球上の位置の緯度・経度に対応する緯度・経度の形式で実施することができる。従って
、幾つかの実施形態においては、ジオコードは、「度：分」、「度：分：秒」、１０進経
緯度（ｄｅｃｉｍａｌ　ｄｅｇｒｅｅ）形式、および／またはＧｅｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｃ
ｏｏｒｄｉｎａｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ（１９９３）形式とすることができる。１若しくはそ
れ以上の生成されたジオコードを、コンピュータデバイス１８で、１若しくはそれ以上の
コンピュータ読取り可能メモリ内に記憶することができる。
【００５３】
　ジオコードは、位置判定部品１４により取得または生成したデータに基づいてジオコー
ドを変換、識別、位置設定するなどの形で定義するように動作するアドレスデータベース
、アルゴリズム、ルックアップテーブル、またはその他のアプリケーションおよびプログ
ラムから生成することができる。幾つかの実施形態において、コンピュータデバイス１８
は、他のデバイスにアクセスしてジオコードを得ることができ、および／または、コンピ
ュータデバイス１８は、与えられたアドレスからのジオコード生成を可能にするために、
情報を、そのメモリ内に記憶することができる。
【００５４】
　コンピュータデバイス１８はまた、図７に示したデータベース４２のようなデータベー
スまたは表の中に情報またはデータを記憶し、クロスリファレンスさせることにより、識
別情報を位置データにリンクすることができる。データベース４２の第１の列４４は、特
定の期間（例えば、今日）に電子装置１０で受信された、またはこれから送信まされた全
通信の識別情報を一覧表示している。列４４の第１の表示項目４６は、着信呼（ｉｎｃｏ
ｍｉｎｇ　ｃａｌｌ：ＩＣ）が電話番号８１６－４７４－ＸＸＸＸから１２／２２／０７
の９：０８ＰＭに受信され、１２分間持続したことを示している。同様に、第２の表示項
目４８は、インスタントメッセージ（ｉｎｓｔａｎｔ　ｍｅｓｓａｇｅ：ＩＭ）が電話番
号８１６－２１３－ＸＸＸＸから１２／２２／０７の９：３０ＡＭに受信されたことを示
している。最後に、第３の表示項目５０は、ボイスメールメッセージ（ｖｏｉｃｅｍａｉ
ｌ　ｍｅｓｓａｇｅ：ＶＭ）が電話番号８１６－３７４－ＸＸＸＸから１２／２４／０７
の９：３０ＰＭに受信されたことを示している。
【００５５】
　データベース４２の第２の列５２は、識別情報にリンクされた位置データを示している
。列５２の第１の表示項目５４は、表示項目４６に示されたＩＣは、電子装置１０が緯度
３８．８２、経度９４．８８にある時に受信され、電子装置が緯度３８．８５、経度９４
．９０にある時に終了したことを示している。同様に、列５２の第２の表示項目５６は、
表示項目４８に示されたＩＭは、電子装置１０が緯度３８．８１、経度９４．９７にある
時に受信されたことを示している。最後に、列５２の最後の表示項目５６は、表示項目５
０に示されたＶＭは、電子装置１０が緯度３８．８４、経度９５．０２にある時に受信さ
れたことを示している。
【００５６】
　電子装置１０のコンピュータデバイス１８またはその他の部品はまた、上述したマップ
マッチング手順を実行して、図７の第２の列５２に示した緯度・経度による位置データを
マップベースのアドレスまたは交差点に相関させることができる。図８は、このようなマ
ップマッチング手順後のデータベース６０を示している。データベース６０の第１の列６
２は、データベース４２の第１の列４４と同一である。データベース６０の第２の列６４
は、データベース４２の第２の列５２の経度・緯度による位置データに対応するマップベ
ースの位置データを含む。例えば、データベース６０の第１の表示項目４８は、データベ
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ース４２の第１の表示項目５４に示した地理座標のマップベースのアドレスを示し、第２
の表示項目６８は、表示項目５６に示した座標のアドレスを示し、第３の表示項目７０は
、表示項目５８に示した座標のアドレスを示す。図７および図８に示した特定の地理座標
、および対応するマップベースのアドレスは、例に過ぎず、必ずしも正確ではない。
【００５７】
　コンピュータデバイス１８はまた、位置データの表示物を着信呼の表示物と共に表示す
ることもできる。一実施形態において、コンピュータデバイス１８は、着信呼の受信時の
装置の位置を示す地図マップ、およびマップ上の位置記号またはその他のマーカーを表示
する。次いで、ユーザは、スクロールするなどしてマーカーを選択し、発信者の電話番号
など、着信呼の識別情報の一部を取出し、表示することができる。
【００５８】
　例えば、図４に示したもののようなマップ７２を表示することができる。マップ７２は
、ストリート、ハイウェー、およびその他の道路など、従来の地図情報を示している。電
子装置により、またはこれから通信が送受信された時の電子装置の位置を示す位置マーカ
ーまたはその他の表示物を、マップ上に重ね合わせることができる。例えば、図４は、４
つのマーカー７４、７６、７８、８０を示しており、マーカーが表示する位置で４回の通
信が発信または着信されたことを示している。
【００５９】
　通信の表示物をマップ７２上に表示することもできる。例えば、マーカー８２は、マー
カー７４で示される位置にある時に、電子装置により着信呼が受信されたことを示す。同
様に、マーカー８４は、マーカー７６で示される位置にある時に、電子装置により着信呼
が受信されたことを示す。同様に、マーカー８６は、マーカー７８で示される位置にある
時に、電子装置によりボイスメールメッセージが受信されたことを示す。最後に、マーカ
ー８８は、マーカー８０で示される位置にある時に、電子装置によりインスタントメッセ
ージが受信されたことを示す。
【００６０】
　任意の数のリンクされた位置データおよび識別情報の表示物を、マップ７２または同様
なマップ上に表示することができる。例えば、今日、今週、またはその他の期間中に受信
された全着信の位置データおよび識別情報の表示物を表示することができる。位置データ
の表示物および識別情報の表示物を組合わせることもできる。例えば、マーカー７４およ
びマーカー８２を組合わせて、呼の受信時の装置の位置と、呼の識別情報の一部と、の両
方を表示する単一のマーカーにすることができる。
【００６１】
　ユーザは、マーカー７４、７６、７８、８０、８２、８４、８６、８８のいずれかをス
クロールするなどして選択し、位置データおよび／または識別情報の幾つかを取得および
表示することができる。例えば、図５に示したように、ユーザが図４のマーカー７４また
は８２をスクロールすると、オーバーレイ９０が表示される。オーバーレイ９０は、発信
者の氏名またはＩＤ、発信者の電話番号、呼の継続時間、または呼に関連するその他の識
別情報または位置データを表示することができる。
【００６２】
　電子装置１０のコンピュータデバイス１８またはその他の部品はまた、通信の表示物を
、通信がまず受信された時刻およびこれが終了した時刻の表示物と共に表示することもで
きる。例えば、図６に示したように、マーカー９２は、装置がその位置にある時に通信が
まず受信されたことを示し、また、マーカー９４は、装置がその位置にある時に通信が終
了したことを示す。マーカー９２、９４はまた、その通信が着信呼であることを示し、呼
の開始および終了時刻を示すこともできる。
【００６３】
　コンピュータデバイス１８はまた、リンクされた位置データおよび識別情報を別の方法
で表示することができる。例えば、ユーザは、リンクされた位置データまたは識別情報の
幾つかを、ユーザが移動した道沿いのポイントの座標と共に表示したいと思うかもしれな
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い。これらのポイントの集合は、一般的にトラックログと呼ばれるが、道をマーキングす
るためにパン屑で通った跡をつけるのと電子的に同等である。次いで、これらのポイント
は、これまでにいた場所をユーザが見ることができるように、マップのページ上でつなぎ
合わせることができる。コンピュータデバイス１８は、トラックログで示される位置にあ
る時に装置により、またはこれから受信される通信の表示物を有するトラックログを生成
・表示することができる。
【００６４】
　リンクされた位置データおよび識別情報はまた、マップ上ではなく、テキストとして表
示することもできる。例えば、コンピュータデバイスはまた、ユーザの現在位置と、通信
が送受信された時点のユーザの位置との距離によってソートした通信のリストを表示する
こともできる。同様に、ショッピングモールなど、何らかのユーザ指定位置からの距離に
基づいて、通信のリストをソートすることができる。
【００６５】
　装置は、時系列による通信ログを表示することもできる。ユーザは、リストから通信を
選択し、通信が送受信された時点の装置の位置を見ることができる。位置はテキストによ
る記述であっても、マップ上に示すものであっても良い。
【００６６】
　本発明の実施形態は、従来の位置対応携帯電話には見られないシナジー機能を提供する
。例えば、幾つかの実施形態において、本発明は、特定の場所で、または特定の行為をし
ている時に（例えば、ショッピングモールでショッピング中に）ユーザが電話呼を着信す
るか、不在着信となった場合に用いることができる。ユーザは、後で電話をかけ直したい
と思うが、発信者の電話番号、またはその呼の正確な着信時刻を覚えていないかもしれな
い。しかし、ユーザは、その呼を着信したかその呼が不在着信となった時点の自分の所在
位置を覚えているかもしれない。ユーザは、装置のインターフェース２２を操作して、着
信呼の受信時の装置の位置を示すマーカーを示す、図４に図示したもののようなマップを
表示することができる。ユーザは、次いで、任意のマーカーをスクロールし、装置がその
位置にあった時に着信した呼の識別情報を得ることができる。ユーザはまた、上述のよう
に位置に基づいてソートした呼のリストを調べ、リストから選択した呼の識別を得ること
もできる。コンピュータデバイスはまた、ユーザが選択するなどの形でマーカーとインタ
ラクションした時に、発信者の電話番号を自動的にダイヤルしたり、記録されたボイスメ
ールを再生したり、何らかの他の機能を実行することもできる。
【００６７】
　着信の識別情報、およびリンクされた位置データはまた、外部パーソナルコンピュータ
または別のコンピュータデバイスにダウンロードすることもできる。ユーザは次に、識別
情報および位置データを表示して、着信を受信した時点の電子装置の位置をより綿密に分
析することができる。例えば、多数の電子装置をトラック輸送会社、パッケージ宅配会社
、タクシー会社、または任意の同様な会社で用いて、車両フリートの動きおよび通信を追
跡することができる。識別情報、およびリンクされた位置データは、電子装置から外部パ
ーソナルコンピュータへ毎晩ダウンロードすることができ、また、トランスミッタまたは
通信部品により、外部パーソナルコンピュータへより頻繁に、またはリアルタイムで送信
することさえできる。
【００６８】
　親は、子供が用いる電子装置が作成する識別情報および位置データを分析して、電話呼
の着信時に子供がいる位置を追跡することもできる。例えば、親は、識別情報、およびリ
ンクされた位置データをダウンロードするなどして受信し、子供が授業中やアルバイト中
に友達から電話呼を着信するという、許されない行為をしているかどうか調べることがで
きる。
【００６９】
　図９は、電子装置１０を用いる一実施例の方法９００における特定の手順を示す。図９
に示し、本明細書で説明する特定の手順の順序は、本発明の範囲を逸脱しない限り、改変



(15) JP 2011-512072 A 2011.4.14

10

20

30

40

50

を行うことができる。例えば、図示したステップの幾つかは、逆にしたり、組合わせても
良く、完全に削除することさえできる。
【００７０】
　ステップ９０２において、電子装置１０の通信部品１２は、通信を送信または受信する
。上述のように、通信は、着信または発信電話呼、不在着信電話呼、ボイスメールメッセ
ージ、テキストメッセージ、インスタントメッセージ、または電子装置で行うことができ
るその他の任意の種類の通信とすることができる。特定の実施形態において、通信部品は
ステップ９０２で着信電話呼を受信する。
【００７１】
　ステップ９０４において、位置判定部品１４は、通信が送信または受信された時点の電
子装置１０の位置を判定する。例えば、位置判定部品は、着信電話呼が受信された時点の
装置の経度および緯度を判定することができる。
【００７２】
　ステップ９０６において、コンピュータデバイス１８は、通信の識別情報を記憶する。
上述のように、識別情報は、発信者の電話番号、発信者の氏名またはその他の識別、呼の
着信日時、および呼の継続時間を含むことができる。識別情報は、メモリ２０、またはコ
ンピュータデバイス１８中に常駐しているか、これでアクセスできる別のメモリに記憶す
ることができる。識別情報はまた、後にコンピュータデバイス１８で取出すために、外部
コンピュータデバイスに記憶することもできる。
【００７３】
　ステップ９０８において、コンピュータデバイス１８は、通信が受信または送信された
時点の電子装置の位置に対応する位置データを記憶する。例えば、コンピュータデバイス
１８は、着信電話呼がまず受信された時点の装置の緯度および経度、電話呼が終了した時
点の装置の緯度および経度、また、着信呼が数分以上持続する場合は複数の中間位置の緯
度および経度を記憶することができる。コンピュータデバイス１８はまた、上述のように
マップマッチング手順を実行し、マップベースの位置データを記憶することができる。
【００７４】
　ステップ９１０において、コンピュータデバイス１８は、記憶された識別情報を、記憶
された位置データとリンクさせる。これは、上記で説明したように、識別情報にジオコー
ドまたはジオタグを追加することにより実行できる。ジオタグは、通信が受信または送信
された時点の装置の経度および緯度から成ることができる。
【００７５】
　図１０は、電子装置１０を用いる別の実施例の方法１０００における特定の手順を示す
。図９に示した方法９００と同様に、図１０に示し、本明細書で説明する特定の手順の順
序は、本発明の範囲を逸脱しない限り、改変を行うことができる。
【００７６】
　ステップ１００２、１００４、１００６、１００８、および１０１０は、上述の９０２
、９０４、９０６、９０８、および９１０と本質的に同一である。ステップ１０１２にお
いて、電子装置１０のコンピュータデバイスまたはその他の部品は、通信が受信または送
信された時点の自分の所在位置をユーザが見やすくなるように、識別情報の表示物および
位置データの表示物を表示する。例えば、図４に示したもののようなマーカーを有するマ
ップを表示することができる。
【００７７】
　ステップ１０１４において、ユーザは、スクロールするなどして表示物の１つを選択し
、通信についてのさらなる情報を得ることができる。例えば、ユーザは、図４のマーカー
７４または８２をスクロールして、マーカーで示された着信呼について詳細を知ることが
できる。
【００７８】
　ステップ１０１６において、電子装置のコンピュータデバイス１８またはその他の部品
は、マーカーにリンクされた識別情報または位置データの少なくとも幾つかを表示する。
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例えば、図５に示したように、コンピュータデバイスは、着信呼に関連する電話番号、氏
名、およびその他の識別情報を示すオーバーレイ９０を表示することができる。
【００７９】
　図１１は、電子装置１０を用いる別の実施例の方法１１００における特定の手順を示す
。図９および図１０に示した方法９００および１０００と同様に、図１１に示し、本明細
書で説明する特定の手順の順序は、本発明の範囲を逸脱しない限り、改変を行うことがで
きる。
【００８０】
　ステップ１１０２、１１０４、１１０６、１１０８、および１１１０は、図９の９０２
、９０４、９０６、９０８、および９１０と本質的に同一である。
【００８１】
　ステップ１１１２において、電子装置のコンピュータデバイス１８またはその他の部品
は、通信の表示物を、通信がまず受信された時刻およびこれが終了した時刻の表示物と共
に表示することができる。例えば、図６に示したように、マーカー９２は、通信がまず受
信された時点の電子装置の位置を示すことができ、マーカー９４は、通信が終了した時点
の電子装置の位置を示すことができる。
【００８２】
　添付図面を参照しながら本発明の実施形態を説明したが、特許請求の範囲に記載した本
発明の範囲を逸脱しない限り、同等物を用いたり、置換えを行うことができることに留意
されたい。例えば、本発明の実施形態は、位置データを、発信電話呼またはその他の発信
と関連する識別情報にリンクさせることもできる。識別情報は、着信者の電話番号および
氏名、および呼を発信した日付およびおおよその時刻を識別することができる。位置デー
タは、発信が行われた時点および／またはこれが終了した時点の装置１０の位置を識別す
ることができる。次いで、識別情報の表示物および／または位置データの表示物をマップ
上に表示することができる。こうすることにより、たとえユーザが通信の発信時刻や着信
者の電話番号または電子メールアドレスを覚えていなくても、ユーザは発信された通信に
関する情報を取出すことができる。通信を送信した時の自分のおおよその位置をユーザが
覚えている限り、ユーザはその通信に関する全ての希望する情報を取出すことができる。
【００８３】
　ここまで本発明の好適な実施形態を説明してきたが、新規として請求し、特許状で保護
を受けたい内容は、以下を含む。
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